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富津市

右のマークは音声コード「 」です。専用アプリなどで読み取ると、

内容を音声で聞くことができます。
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地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の位置付け

１ 策定の背景と目的

我が国ではパリ協定に定める目標等を踏まえ 年１０月（令和２年 月）

に、 年までに温室効果ガスを国全体としてゼロにする「 年カーボン

ニュートラル」を宣言しました。

これを踏まえ、本市のゼロカーボンを実現するため、本市の自然的・社会的特性

を考慮し、市域から排出される温室効果ガスの削減目標や目標達成に向けた今後

の具体的な取り組みや施策などを定める「富津市地球温暖化対策実行計画」を策

定するものです。

２ 計画の位置付け

本実行計画策定にあたっては国の基本指針、県の「地球温暖化対策実行計画」・

「カーボンニュートラル推進方針」を踏まえるとともに、「富津市みらい構想」や「富

津市環境基本計画」をはじめ、富津市の各種関連計画と連携・整合を図ったなかで、

計画を推進します。

第 章 計画策定の基本的事項

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の位置付け



３ 計画の対象範囲

本計画の対象地域は、富津市全域とし、市民の日常生活や事業者の事業活動

などあらゆる場面における温室効果ガスの排出、削減に関連した活動などを対象

とし、排出抑制による削減対象は、エネルギー起源の ₂（二酸化炭素）とします。

なお、エネルギー起源の ₂は、産業部門、家庭部門、業務その他部門、運輸部

門、廃棄物部門の５部門からの排出を対象とします。また、 ₂吸収による削減対

象は、森林による ₂吸収量や海に藻場が生成されることによるブルーカーボン

とします。

計画の対象者は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の基本理念に基づき、

「市民」、「事業者」、「富津市」とします。

４ 計画の策定期間

本計画の期間は、本市の将来的な脱炭素社会の実現に向け、 （令和 ）年

度から （令和 ）年までとします。

今後の本市における温室効果ガス排出状況等を踏まえながら、国の動向や社会

情勢の変化に対応するため、概ね５年で見直すこととします。

また、エネルギー事情等に大きな変化があった場合は、随時見直しを行います。

対象 主な発生源

エネルギー

起源 ₂

産業部門

製造業における工場・事業場のエネルギー消費に伴う排出

建設業・鉱業における工場・事業場のエネルギー消費に伴う

排出

農林水産業におけるエネルギー消費に伴う排出

家庭部門 家庭におけるエネルギー消費に伴う排出

業務その他

部門

事務所・ビル、商業・サービス業施設のほか、他のいずれの部

門にも帰属しないエネルギー消費に伴う排出

運輸部門 自動車における燃料、ガス、電気の消費に伴う排出

廃棄物部門 廃棄物の焼却に伴う排出



部門別 ₂排出量（ 年度） 産業部門全体に占める ₂排出量の割合（ 年度）

年度別 ₂排出量

₂排出量と将来推計

（１）富津市の ₂排出量

年度における富津市の温室効果ガス排出量は６０５千 ₂ であり、

基準年である 年度と比較すると約 減少しています。

人口減少等に伴い、各部門の排出量は全体的に減少傾向にあります。

年度における本市の部門別 ₂排出量割合は、下記の通りです。産業部

門が全体の約 ％を占めています。次いで運輸部門が約３１％、業務その他部門

が約９ 、家庭部門が約８％の順となっています。産業部門の中でも、製造業の割

合が約９６％と大多数を占めています。家庭部門の割合は約８％にとどまっていま

すが、家庭部門では個人ですぐにできる取り組みが多数ありますので、市民の皆

さん一人ひとりの取り組みを積み重ねることが重要です。

出典：自治体排出量カルテ

第 章 温室効果ガス排出量と将来推計



富津市の シナリオ

（ ）将来推計の方法

本市における 年ゼロカーボン実現に向けた将来シナリオを設定します。

① （ ）シナリオの設定

シナリオを設定します。 シナリオとは、排出削減に向けた追加的対策

を行わず、省エネ技術の進展や再エネの導入が進まない場合で、今後の産業活動

や人口等の動向のみを反映した自然体のまま排出量が推移するシナリオです。

本市の シナリオでは、基準年度の 年度比で、 年度は２９％

減、 年 ％減で推移します。なお、地球温暖化対策推進法の特定事業所

（製造業）については、 ₂排出量の実数を採用しています。

千



富津市の低炭素シナリオ

富津市の脱炭素シナリオ

②低炭素シナリオの設定

国の「地球温暖化対策計画」各種省エネ対策における ₂削減量を富津市に

反映した場合です。

例をあげると、省エネ性能の高い設備・機器等の導入促進による、国の ₂

削減量を 富津市 全国 で按分して算出し、さらに、富津市の森林・ブルーカー

ボンによる ₂吸収量を反映しています。この場合、 年度は ％減、

年は ％減で推移します。

本市の民有林は あり、 ₂吸収量は２６千 ₂ 、都市公園

による ₂吸収量は 千 ₂ に相当します。

また、ブルーカーボンによる ₂吸収量は 千 ₂ に相当します。

③脱炭素シナリオの設定

国の ₂削減目標である 年度 ％減・ 年 ％減

年度比 を本市の ₂削減目標とすると、「低炭素シナリオ」の設定などから、

年度は 千 ₂ を、 年は１３０千 ₂ を追加で削減す

る必要があります。

現状において、 年度までに新たに 千 ₂ 、 年までに

５９千 ₂ 分の新規再エネ導入が必要となります。



富津市の ₂排出量 削減目標

富津市の ₂排出量 シナリオ削減目標

富津市の部門別 ₂排出量 削減目標

（ ）将来推計と本市の削減目標

本市の シナリオでは、基準年度の 年度比で、 年度は

９％減、 年は５２％減で推移しますが、国の目標値である 年度の

％削減及び 年の実質ゼロには大きく及ばない状況となっています。

このように、人口の自然減による ₂排出量の削減は見込まれていますが、

目標を達成するには、日々の生活から排出される ₂の削減、事業活動から排出

される ₂の削減、森林等による二酸化炭素吸収源の確保などの取り組みを

計画的に推進する必要があります。

富津市 排出量 シナリオ削減目標



環境省 による富津市の再エネポテンシャル

図 ４ 富津市の再エネ導入量

富津市の再エネ導入量

再生可能エネルギーのポテンシャル

環境省の再エネ情報提供システム（ ）によると、本市では太陽光発電、

風力発電等の再エネ導入ポテンシャルは、 であると示されています。

うち、本市の再エネ導入量は、 （ 年度）で、再エネポテンシャル

に対し約 ％の割合となっており、再エネ導入拡大の余地があると示されてい

ます。

＊〇：短期的な重点項目、△ 年を見据えた長期の導入項目

＊再エネポテンシャルの合計値は、地熱などその他の導入ポテンシャルの数値を含む

年度

出典：自治体排出量カルテ、再生可能エネルギー情報提供システム

（ ）



基本理念・基本方針・基本施策

基本理念

「富津市みらい構想」では、本市の将来像を「誇りと愛着を持てるまち ふっつ」

としています。次世代を担う若者たちをはじめ、市民の皆様に誇りと愛着を持って

富津市に住み続けていただくためにも、ゼロカーボン実現は重要と考えます。

このことから、本計画の基本理念を「快適な暮らしと 豊かな自然を 次世代に

繋ぐために」とします。

また、基本理念を実現するため、５つの基本方針と、７つの基本施策を推進する

こととしました。

第 章 基本理念と施策



ゼロカーボンシティ富津 （ 年の富津市イメージ）

アンケート・ヒアリング結果

本計画策定のため実施した市民アンケートと、事業者ヒアリングの結果を合わせ、本計画

で示す施策の基本方針、及び具体的な施策・取り組みとの関係を図にまとめました。



５つの基本方針

ゼロカーボン施策

（１）施策の基本方針

本市のゼロカーボン実現を目指し、次の５つを「基本方針」とし、取り組みます。

① 公共施設・住宅の低炭素化、 （事業継続計画）対応

② （カーボンニュートラルポート）構想の推進

③ 太陽光・廃棄物発電等の活用
④ 移動手段の低炭素化
⑤ 森林吸収・ブルーカーボンの促進

：地震等の自然災害が発生しても、重要な事業を中断させないための計画・対応：地震等の自然災害が発生しても、重要な事業を中断させないための計画・対応



（２）今後の具体的な施策・取り組み（基本施策）

本市のゼロカーボン実現を目指し、次の７つを「基本施策」とし、取り組みます。

《基本施策 》

クールチョイス 賢い選択 等の啓発・推進

１ 地球温暖化防止の意識向上の取り組み

ゼロカーボンアクション３０の推進

《基本施策 》

市内事業者等との連携（協力体制の構築）

１ 新富地区企業等との脱炭素に向けた連携の強化

木更津港（富津地区）のＣＮＰ カーボンニュートラルポート 構想の推進

《基本施策３》

再生可能エネルギーの利用促進

１ 再生可能エネルギーに関する情報発信

太陽光発電のＰＰＡ（第三者所有型）モデルの検討

化石燃料から再生可能エネルギーの転換を推進

《基本施策４》

再生可能エネルギー・省エネ設備の導入促進

１ 住宅用省エネルギー設備等（蓄電池・エネファーム・窓の断熱改修）

導入促進事業補助の拡充

地産地消電力の活用（廃棄物発電の公共施設での利用）

公共施設の省エネ最適化診断の活用

公共施設の 化（ 照明・太陽光発電・高断熱化・高効率空調等）

《基本施策５》

電気自動車・充電設備の導入促進

１ 住宅用省エネルギー設備等（ ・ ）導入促進事業の推進

公用車への次世代自動車の導入推進

公共施設における電気自動車用充電設備の導入推進



《基本施策６》

ごみの減量化・資源化の促進

１ ごみの減量（富津市ごみダイエット作戦 ）の推進

指定ごみ袋のレジ袋化やバイオプラスチック化の検討

５ 、食品ロス削減などを推進

《基本施策７》

森林資源・海洋資源等の保全を通した二酸化炭素吸収源の確保

１ 森林環境譲与税の活用

耕作放棄地での農業と再生可能エネルギーの融合の検討

「 」の取り組みの推進

森林吸収・ブルーカーボンの促進

まちの緑化推進

再生可能エネルギーの導入目標

「第２章」の脱炭素シナリオに基づき、国の ₂削減目標である 年度

％減・ 年 ％減 年度比 を本市の ₂削減目標とすると、

年度は３ 千 ₂ を、 年は１３０千 ₂ を追加で削減する

必要があります。

そのために必要な市内の再エネ導入量を、次のとおり想定します。



富津市では、本計画において下記の将来目標を設定しています。

ゼロカーボンの実現には、市民一人ひとりの地球温暖化対策が重要となります。

（１） クールチョイス 賢い選択

年度

「 年度比で 排出量を 減」を達成

年目標

政府が 年に示した「 年ゼロカーボン」を達成

「 」は、 等の温室効果ガスの排出量
削減のために、脱炭素社会づくりに貢献する「製品への
買い替え」、「サービスの利用」、「ライフスタイルの選択」等、
日々の生活のなかで、あらゆる「賢い選択」をしていこうと
いう取り組みです。
下記に示すような項目が挙げられています。

脱炭素社会の実現には、一人ひとりのライフスタイルの転換

が重要です。

「ゼロカーボンアクション 」にできるところから取り組んで
みましょう！

 

5 つ星家電買い替えキャンペーン

出典：「 」ウェブサイト

第 章 地球温暖化に対する緩和策



ゼロカーボンアクション

脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの 年後

（２）ゼロカーボンアクション３０

〇「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」

環境省では、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を促すために、衣食住

にわたる国民の将来の暮らしの全体像「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの

年後」を提示しています。この新しい豊かな暮らしについて、住宅の断熱化や

省エネ家電の購入に関する初期投資は必要ですが、環境に良い製品・サービスを

選ぶことで、毎月の節約効果があることを提示しています。

脱炭素社会の実現には、一人ひとりの地球温暖化対策が重要です。
「ゼロカーボンアクション 」とは、再生可能エネルギー、住宅、移動、
食品ロス、ファッションなど つのカテゴリーに分け、「脱炭素」に繫がる行動
を示しています。「ゼロカーボンアクション 」に関して、できるところから
取り組んでみましょう

出典：「 」ウェブサイト

出典：「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の概要



（１）「緩和」と「適応」

世界の平均気温は上昇を続けており、千葉県内においても気温の上昇により、

熱中症の増加などの健康被害リスクや、過去の観測を上回る集中豪雨、農作物の

収穫などにその影響が現れています。

地球温暖化の対策には、その原因物質である温室効果ガス排出量を削減する

「緩和」と、気候変化に対して自然生態系や社会・経済システムを調整することに

より気候変動の悪影響を軽減する「適応」の２本柱があります。

気候変動を抑制するためには、「緩和」が最も必要かつ重要な対策であるものの、

その効果が現れるには長い時間がかかり、また最大限の排出削減努力を行っても、

過去に排出された温室効果ガスの大気中への蓄積があり、ある程度の気候変動は

避けられません。

気候変動により異常気象が将来は頻繁に発生したり深刻化したりすることが懸

念されており、変化する気候のもとで悪影響を最小限に抑えるには「適応」が

不可欠となります。

第５章 気候変動に対する適応策

気候変動対策における「緩和」と「適応」の概要

出典：「気候変動適応計画」



（２）適応策の推進

地球温暖化・気候変動による影響は、様々な分野にわたります。本計画の適応策

では、「健康対策」、「農林水産業対策」、「災害対策」の３つの部門における気候変動

に伴い予測される影響について整理し、それに対する適応策を推進していきます。

部門 取り組み

① 健康対策
富津市 ： 熱中症、感染症の予防に関する対策や情報発信

市民・事業者 ： 熱中症、感染症の予防に向け、こまめな水分補給や、

うがい手洗いの励行などを推進

② 農林水産業
対策

富津市 ： 国や県、各団体と連携し、温暖化に適した農林水産業を推進

市民・事業者 ： 気候変動に対応した農林水産業を推進、地産地消への

協力

③ 災害対策 富津市 ： 防災に関する情報発信や出前講座等の開催。防災体制の強化等

市民・事業者 ： 非常用備蓄、防災ハザードマップの確認等、災害への備え

① 健康対策
健康においては、気温上昇による熱中症搬送者の増加や死亡リスクの増加が

報告されているほか、全国的にも感染症のリスクが高まっていくことが予想され

ます。今後も、気温上昇による熱中症搬送者の増加や蚊などを媒介とする感染症

リスクの拡大が危惧されています。熱中症、感染症の予防に関する対策や情報

発信を行うとともに、感染症対策に取り組んでいきます。

② 農林水産業対策
農業・林業においては、気候変動が原因と考えられる農産物や畜産物、きのこ類

の品質低下や生育障害などの影響が懸念されます。今後は、収量の低下や栽培

可能品種の変化などが予想されており、計画的な出荷が困難となる可能性があり

ます。

水産業においては、海水温の変化による海洋生物の分布域の変化や藻場の減少

による漁獲量の減少が懸念されます。今後は、赤潮の発生による二枚貝等のへい

死リスクの上昇、海洋酸性化による貝類養殖への影響が懸念されています。国や

県、各団体と連携し、温暖化に適した農林水産業を推進していきます。

③ 災害対策
災害においては、記録的な豪雨、暴風をもたらす台風などの影響により、様々な

風水害や沿岸部では高潮の被害も懸念されます。今後も、線状降水帯や台風によ

り、洪水氾濫などの豪雨、暴風災害の増加が想定されるとともに、気候変動による

海面上昇が予測されるため、高潮のリスクも高まると想定されます。防災に関する

情報発信や出前講座等の開催や、防災体制の強化に取り組んでいきます。



（２）適応策の推進

地球温暖化・気候変動による影響は、様々な分野にわたります。本計画の適応策

では、「健康対策」、「農林水産業対策」、「災害対策」の３つの部門における気候変動

に伴い予測される影響について整理し、それに対する適応策を推進していきます。

部門 取り組み

① 健康対策
富津市 ： 熱中症、感染症の予防に関する対策や情報発信

市民・事業者 ： 熱中症、感染症の予防に向け、こまめな水分補給や、

うがい手洗いの励行などを推進

② 農林水産業
対策

富津市 ： 国や県、各団体と連携し、温暖化に適した農林水産業を推進

市民・事業者 ： 気候変動に対応した農林水産業を推進、地産地消への

協力

③ 災害対策 富津市 ： 防災に関する情報発信や出前講座等の開催。防災体制の強化等

市民・事業者 ： 非常用備蓄、防災ハザードマップの確認等、災害への備え

① 健康対策
健康においては、気温上昇による熱中症搬送者の増加や死亡リスクの増加が

報告されているほか、全国的にも感染症のリスクが高まっていくことが予想され

ます。今後も、気温上昇による熱中症搬送者の増加や蚊などを媒介とする感染症

リスクの拡大が危惧されています。熱中症、感染症の予防に関する対策や情報

発信を行うとともに、感染症対策に取り組んでいきます。

② 農林水産業対策
農業・林業においては、気候変動が原因と考えられる農産物や畜産物、きのこ類

の品質低下や生育障害などの影響が懸念されます。今後は、収量の低下や栽培

可能品種の変化などが予想されており、計画的な出荷が困難となる可能性があり

ます。

水産業においては、海水温の変化による海洋生物の分布域の変化や藻場の減少

による漁獲量の減少が懸念されます。今後は、赤潮の発生による二枚貝等のへい

死リスクの上昇、海洋酸性化による貝類養殖への影響が懸念されています。国や

県、各団体と連携し、温暖化に適した農林水産業を推進していきます。

③ 災害対策
災害においては、記録的な豪雨、暴風をもたらす台風などの影響により、様々な

風水害や沿岸部では高潮の被害も懸念されます。今後も、線状降水帯や台風によ

り、洪水氾濫などの豪雨、暴風災害の増加が想定されるとともに、気候変動による

海面上昇が予測されるため、高潮のリスクも高まると想定されます。防災に関する

情報発信や出前講座等の開催や、防災体制の強化に取り組んでいきます。

（１）各主体の役割

各主体（市民・事業者・富津市）が、家庭や地域、学校や職場などにおいて、環境

に関する取り組みを確実に行う必要があります。また、環境に関する取り組みを各

主体が行う際には、お互いに協力し連携していくことも必要です。

市民・事業者は、それぞれの取り組みについてできることから率先して実施して

いきます。なお、各取り組みの実施に際しては、必要に応じて市の支援協力や環境

情報の提供を受けます。

富津市は、市民・事業者の温室効果ガスの削減等に向けた活動に対する支援協

力を行います。また、市民・事業者に対して、温室効果ガスの削減等について情報

提供を行うとともに、温室効果ガスの削減に向けた取り組みの普及啓発を図りま

す。本計画に基づく取り組みや事業の円滑な推進に向け、適切な予算措置を講じ

ます。

（２）進行管理・評価

庁内組織である「富津市地球温暖化対策実行計画検討委員会」において、施策

の検討を行います。事業の進捗については、主に施策別の進行状況及び効果に基

づき、スケジュールや直近のアクションなどを実態に即した形で整理し、本計画の

持続可能性を担保するため、必要に応じて計画の見直しを行います。なお、これら

の検討結果などは、適時、「富津市環境審議会」に報告のうえ、委員からの意見を

反映させます。まずは、 年度の目標に向けて、進行管理を進めて行きます。

（ ）実施状況の公表

地球温暖化対策推進法第 条第 項に基づき、温室効果ガスの排出量及び

削減への取り組み状況については、毎年 回、その数値等をホームページなどで

公表します。

第６章 計画の推進・進行管理

計画の推進・検討



富津市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

概要版

令和６年１月発行

発行 富津市役所 市民部 環境保全課

〒 千葉県富津市下飯野２４４３番地

：

：

：

「（一社）地域循環共生社会連携協会から交付された環境省補助事業である令和５年度二酸化炭素

排出抑制対策事業費等補助金（地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援

事業）により作成された」


